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土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条において準用する同法第 条第２項の規定に
より、平成 年７月 日、石狩川水系土地改良区連合の定款の変更を認可した。

平成 年８月９日
北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条の３第１項の規定により、次の地区について
道営土地改良事業の土地改良事業変更計画を定めた。
その関係書類は、平成 年８月 日から 日間、一般の縦覧に供する。
なお、この変更計画については、同条第６項において準用する同法第 条第６項の規定に

基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起算して 日以内に北海道知事に異議申立てをするこ
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告 示

北海道告示第 号

北海道青少年保護育成条例（昭和 年北海道条例第 号）第５条第１項第３号の規定によ
り、次の図書類を有害図書類として指定する。
平成 年８月９日

北海道知事 高 橋 はるみ
図書類
の種別

図書コード等又は
日本ビデオ倫理協
会審査番号等

図 書 類 の 名 称 発行所、制作所、受審会社等

雑 誌 月刊ビタマン 年８月号 株式会社 竹 書 房
同 別冊ストリートシュガー８月号 株式会社 サ ン 出 版

年８月５日発行
同 別冊本当にあった な話 年８月号 株式会社 ぶ ん か 社
同 漫画アクション ピザッツ 年 月 日発行 株式会社 双 葉 社
同 セレブ・ガールズ ウォー 組８月号増刊 株式会社マガジン・マガジン

年８月５日発行
同 ！【ズバッ！】 年８月 日発行 株式会社インフォレスト
同 カルビ 年８月号 若 生 出 版 株 式 会 社
同 ！ ８月号マガジン・ウォー 株式会社マガジン・マガジン

年８月１日発行
同 ・ すっぴん・えぼりゅーしょん 英 知 出 版 株 式 会 社

年８月号
同 ゲッチュ 年８月号 若 生 出 版 株 式 会 社
同 マガジン・バン！ 年８月１日発行 株式会社マガジン・マガジン
同 月刊チュッ！ スペシャル 年８月号 株式会社 ワニマガジン社
同 みこすり半劇場 巨乳ちゃん 年８月号 株式会社 ぶ ん か 社
同 マガジン・ウォー・ウルフ 年８月号 株式会社マガジン・マガジン
同 もっとすごい本当の 話 年８月号 株 式 会 社 バ ウ ハ ウ ス
同 きっすい 年８月号 英 知 出 版 株 式 会 社
同 ！ 年８月号 株式会社マガジン・マガジン
指定の理由 著しく粗 性を助長し、性的感情を刺激し、又は道義心を傷つけるもの等であって、青少

年の健全な育成を害するおそれがあると認められるため
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とができる。
また、同条第７項の規定による決定に不服がある者は、同条第 項の規定に基づき、北海

道を被告として、決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に当該決定の取
消しの訴えを提起することができる。
平成 年８月９日

北海道知事 高 橋 はるみ
地 区 名 事 業 の 種 類 縦 覧 場 所
幌 新 中山間地域総合農地防災（農業用用排水、土留工、暗きょ、整地） 北海道空知支庁
沼 の 内 南 かんがい排水［国営附帯］ 同
東長沼第２ 経営体育成基盤整備（区画整理、農業用用排水、農道、暗きょ） 同

波 同 （農業用用排水、暗きょ） 同
豊 正 西 同 同

主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
２ 保安林の所在場所 阿寒郡阿寒町字舌辛原野二十線 の （次の図に示す部分に

限る。）
指 定 の 目 的 土砂の崩壊の防備
指 定 施 業 要 件
ア 立木の伐採の方法

主伐は、択伐による。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
３ 保安林の所在場所 標津郡中標津町丸山４丁目３の９、西町３丁目 の２、 の

２、西町５丁目 の２、字中標津 の５
指 定 の 目 的 土砂の崩壊の防備
指 定 施 業 要 件
ア 立木の伐採の方法

主伐は、択伐による。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を関係支庁経済部
林務課及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

北海道告示第 号

次のとおり道営土地改良事業の工事を完了したので、土地改良法（昭和 年法律第
号）第 条の２第３項の規定により公告する。
平成 年８月９日

北海道知事 高 橋 はるみ
地 区 名 事 業 の 種 類 完了年月日
円 山 一般農道整備（過疎基幹） 平成
上 野 農免農道整備 同
有 珠 農地保全整備（農地保全） 同

北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の２第１項の規定により、次のように保安林を指
定する。
平成 年８月９日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 保安林の所在場所 阿寒郡阿寒町字舌辛原野二十線 の１・ の１・字舌辛原野

二十一線 の１・字舌辛 の２・ の３・ の４・ の６
（以上７筆について次の図に示す部分に限る。）、 の１

指 定 の 目 的 土砂の流出の防備
指 定 施 業 要 件
ア 立木の伐採の方法

主伐は、択伐による。

農林水産大臣から、次のように保安林を指定する予定である旨、森林法（昭和 年法律第
号）第 条の規定による通知があった。
平成 年８月９日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 保安林予定森林の所在場所 岩内郡共和町梨野舞納 地先（国有林。次の図に示す

部分に限る。）
２ 指 定 の 目 的 飛砂の防備
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３ 指 定 施 業 要 件 立木の伐採を禁止する。
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道水産林務部治山課及び共和町役場に備え置
いて縦覧に供する。）

主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
４ 指定施業要件の変更に係る保 阿寒郡阿寒町（次の図に示す部分に限る。）

安林の所在場所
保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

次の森林については、主伐は、択伐による。
阿寒町（次の図に示す部分に限る。）
その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
５ 指定施業要件の変更に係る保

安林の所在場所
根室市、標津郡標津町（以上１市１町について次の

図に示す部分に限る。）
保安林として指定された目的 霧害の防備
変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を関係支庁経済部林務課並
びに根室市役所及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条第６項において準用する同条第３項の規定による
保安林の指定の通知に係る次の者の所在が不分明なので、同法第 条の規定により、その
通知の内容を阿寒町役場の掲示場に掲示する。その要旨は、平成 年北海道告示第 号の
とおりである。
平成 年８月９日

北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する。
平成 年８月９日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 指定施業要件の変更に係る保 空知郡南富良野町（次の図に示す部分に限る。）

安林の所在場所
保安林として指定された目的 風害の防備
変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
２ 指定施業要件の変更に係る保 厚岸郡浜中町（次の図に示す部分に限る。）

安林の所在場所
保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

主伐は、択伐による。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
３ 指定施業要件の変更に係る保 川上郡弟子屈町（次の図に示す部分に限る。）

安林の所在場所
保安林として指定された目的 公衆の保健
変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

主伐は、択伐による。
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支 庁 告 示

北海道日高支庁告示第５号

建築基準法（昭和 年法律第 号）第 条第１項第５号の規定により、次のとおり道路
の位置を指定した。
その関係図面は、日高支庁経済部建設指導課及び浦河町役場に備え置いて、一般の縦覧に
供する。
平成 年８月９日

北海道日高支庁長 細 越 良 一
１ 指 定 番 号 日建指第 号
２ 指 定 年 月 日 平成 年８月１日
３ 道 路 の 位 置 浦河郡浦河町 町 番地
４ 道 路 の 幅 員
５ 道 路 の 延 長
６ 申請者の住所及び氏名 浦河郡浦河町堺町西６丁目２番２号

株式会社美建興業 代表取締役 加藤 美香

札 幌 医 科 大 学 告 示

北海道知事 高 橋 はるみ
所在が不分明な者
阿寒郡阿寒町字舌辛 の２所在の森林について所有権を有する 松井 満

北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の３及び第 条第６項において準用する同条第３
項の規定による保安林の指定施業要件の変更の通知に係る次の者の所在が不分明なので、同
法第 条の規定により、その通知の内容を標津町役場の掲示場に掲示する。その要旨は、
平成 年北海道告示第 号のとおりである。
平成 年８月９日

北海道知事 高 橋 はるみ
所在が不分明な者
標津郡標津町字古多糠６の ほか１筆所在の森林について所有権を有する 伊藤 武雄
標津郡標津町字薫別５の２ほか１筆所在の森林について所有権を有する 高橋 幸雄
標津郡標津町字薫別６の３ほか１筆所在の森林について所有権を有する 三船 理吉

札幌医科大学告示第 号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成 年８月９日

札幌医科大学長 今 井 浩 三
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
重油 １種２号（第３期調達分） 調達予定数量

２ 落札を決定した日
平成 年７月 日

３ 落札者の氏名及び住所
氏 名 株式会社オイルターミナル
住 所 北海道千歳市豊里２丁目 番地３

４ 落札金額
円（１ 当たりの単価）

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成 年２月 日付け札幌医科大学告示第 号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 札幌医科大学事務局管財課
所在地 札幌市中央区南１条西 丁目

札幌医科大学告示第 号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、 年４月 日マラケシュで作成された政府調達に関する

協定の適用を受ける。
平成 年８月９日

札幌医科大学長 今 井 浩 三
１ 入札に付する事項

調達をする物品等の名称及び数量
ホールボディカウンタシステム 一式
調達をする物品等の仕様等 入札説明書による。
納 入 期 日 平成 年３月 日（金）
納 入 場 所 札幌医科大学附属病院放射性同位元素治療病棟

２ 入札に参加する者に必要な資格
平成 年北海道告示第９号に規定する物品の購入の資格を有すること。
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道が行う指名競争入札に関して指名を停止されていないこと。
当該調達物品に関し、迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されてい
ることを証明した者であること。
当該調達品に関し、要求仕様書に記載の要件等を満たしていることを証明した者であ
ること。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
この入札は、地方自治法施行令（昭和 年政令第 号）第 条５の２の規定による

条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者はアからウまでに定めると
ころにより、２の 及び に掲げる資格を有するかどうかの申請をしなければならない。
ア 申 請 の 時 期 平成 年８月９日から８月 日まで（土曜日、日曜日及び国

民の祝日に関する法律（昭和 年法律第 号）に規定する休
日を除く。午前９時から午後５時まで）

イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな
ければならない。

ウ 申請書類の提出先 郵便番号 札幌市中央区南１条西 丁目
札幌医科大学事務局業務課

審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
４ 契約条項を示す場所

札幌市中央区南１条西 丁目 札幌医科大学事務局業務課
５ 入札執行の場所及び日時

入 札 場 所 札幌市中央区南１条西 丁目 札幌医科大学附属病院臨床第
一会議室 （送付による場合は、郵便番号 札幌市
中央区南１条西 丁目 札幌医科大学事務局業務課）

入 札 日 時 平成 年９月 日（水）午前 時（送付による場合は、平成
年９月 日までに必着）

開 札 場 所 に同じ。
開 札 日 時 に同じ。

６ 入 札 保 証 金
平成 年北海道告示第 号の１の 及び による。

７ 入札説明書の交付に関する事項
交 付 場 所 札幌市中央区南１条西 丁目 札幌医科大学事務局業務課
交 付 方 法 の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、 ４判用紙が入る
返信用封筒（あて先を明記したもの）及び重量 に見合う
郵便料金に相当する郵便切手を添えて、札幌医科大学事務局業

務課に申し込むこと。
８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
平成 年北海道告示第 号の２ のア及び３の による。

９ そ の 他
平成 年北海道告示第 号の の 、 、 、 、 及び によるほか、次による。
入札に参加しようとする者は、開札の日の前日までに札幌医科大学長から、提出した
書類等について説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地

ア 名 称 札幌医科大学事務局業務課
イ 所 在 地 郵便番号 札幌市中央区南１条西 丁目

電話番号 内線

．

．

．

道教育庁網走教育局告示

北海道教育庁網走教育局告示第５号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成 年８月９日

北海道教育庁網走教育局長 巻 渕 雄 二
１ 落札に係る物品等の名称及び数量

パーソナルコンピュータ 一式 台
パーソナルコンピュータ 一式 台

２ 落札を決定した日
平成 年８月１日

３ 落札者の氏名及び住所
ア 氏 名 日通商事株式会社
イ 住 所 東京都中央区築地５丁目６番 号
ア 氏 名 リース株式会社
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イ 住 所 東京都港区芝５丁目 番 号
４ 落札金額（１月当たりの単価）

円
円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成 年７月５日付け北海道教育庁網走教育局告示第３号

７ 契約に関する事務を担当する組織及び所在地
名 称 北海道教育庁網走教育局企画総務課
所在地 北海道網走市北７条西３丁目

道教育庁実習船管理局告示

北海道教育庁実習船管理局告示第２号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成 年８月９日

北海道教育庁実習船管理局長 古 林 清 弘
１ 落札に係る特定役務の名称及び数量

実習船北鳳丸定期検査工事 一式
実習船若竹丸定期検査工事 一式

２ 落札を決定した日
平成 年６月 日

３ 落札者の氏名及び住所
ア 氏 名 函館どつく株式会社
イ 住 所 北海道函館市弁天町 番３号
ア 氏 名 函東工業株式会社
イ 住 所 北海道函館市浅野町３番 号

４ 落札金額
円
円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成 年５月 日付け北海道教育庁実習船管理局告示第１号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 北海道教育庁実習船管理局
所在地 北海道函館市美原４丁目６番 号

毎 週 火 ・ 金 曜 日 発 行 （購読料金（送料とも）は月額 円） 発 行 北 海 道
編 集 北海道総務部法制文書課
印 刷 富 士 プ リ ン ト 株 式 会 社


